
- 1 -

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
医
療
手
当
）

（
医
療
手
当
）

第
三
条

法
第
四
条
第
一
号
の
医
療
手
当
（
以
下
「
医
療
手
当
」
と
い
う
。
）

第
三
条

法
第
四
条
第
一
号
の
医
療
手
当
（
以
下
「
医
療
手
当
」
と
い
う
。
）

は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
一
月
に
つ
き
、

は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
一
月
に
つ
き
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

そ
の
月
に
お
い
て
前
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る

一

そ
の
月
に
お
い
て
前
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る

医
療
（
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
に
伴
う
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ

医
療
（
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
に
伴
う
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ

。
）
を
受
け
た
日
数
が
三
日
以
上
の
場
合

三
万
八
千
九
百
円

。
）
を
受
け
た
日
数
が
三
日
以
上
の
場
合

三
万
七
千
八
百
円

二

そ
の
月
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
三
日
未
満

二

そ
の
月
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
三
日
未
満

の
場
合

三
万
六
千
九
百
円

の
場
合

三
万
五
千
八
百
円

三

そ
の
月
に
お
い
て
前
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日

三

そ
の
月
に
お
い
て
前
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日

数
が
八
日
以
上
の
場
合

三
万
八
千
九
百
円

数
が
八
日
以
上
の
場
合

三
万
七
千
八
百
円

四

そ
の
月
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
八
日
未
満

四

そ
の
月
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
八
日
未
満

の
場
合

三
万
六
千
九
百
円

の
場
合

三
万
五
千
八
百
円

２

同
一
の
月
に
お
い
て
前
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る

２

同
一
の
月
に
お
い
て
前
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る

医
療
と
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
と
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

医
療
と
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
と
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
月
分
の
医
療
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
万
八
千
九

の
月
分
の
医
療
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
万
七
千
八

百
円
と
す
る
。

百
円
と
す
る
。

３

（
略
）

３

医
療
手
当
の
支
給
の
請
求
は
、
そ
の
請
求
に
係
る
医
療
が
行
わ
れ
た
日
の

属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

（
障
害
児
養
育
年
金
）

（
障
害
児
養
育
年
金
）
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第
四
条

（
略
）

第
四
条

法
第
四
条
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
は
、
別
表

に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
四
条
第
二
号
の
障
害
児
養
育
年
金
（
以
下
「
障
害
児
養
育
年
金
」
と

２

法
第
四
条
第
二
号
の
障
害
児
養
育
年
金
（
以
下
「
障
害
児
養
育
年
金
」
と

い
う
。
）
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に

い
う
。
）
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
と
す
る
。

定
め
る
額
と
す
る
。

一

別
表
に
定
め
る
一
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
未
満
の
者
（
第
四

一

別
表
に
定
め
る
一
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
未
満
の
者
（
第
四

項
に
お
い
て
「
一
級
障
害
児
」
と
い
う
。
）
を
養
育
す
る
者

百
二
十
九

項
に
お
い
て
「
一
級
障
害
児
」
と
い
う
。
）
を
養
育
す
る
者

百
二
十
五

万
八
千
四
百
円

万
八
千
八
百
円

二

別
表
に
定
め
る
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
未
満
の
者
（
第
四

二

別
表
に
定
め
る
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
未
満
の
者
（
第
四

項
に
お
い
て
「
二
級
障
害
児
」
と
い
う
。
）
を
養
育
す
る
者

百
三
万
八

項
に
お
い
て
「
二
級
障
害
児
」
と
い
う
。
）
を
養
育
す
る
者

百
万
六
千

千
円

八
百
円

３

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
養
育
年
金
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
障
害
の

状
態
に
あ
る
十
八
歳
未
満
の
者(

以
下
「
障
害
児
」
と
い
う
。)

で
あ
っ
て
児

童
福
祉
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
四
十
二
条
第
二
号
に
規

定
す
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
で
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
も
の
に
入
所
又
は
入
院
を
し
て
い
な
い
も
の
を
養
育
す
る
者

に
支
給
す
る
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
額

に
介
護
加
算
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

４

前
項
に
規
定
す
る
介
護
加
算
額
は
、
一
級
障
害
児
を
養
育
す
る
者
に
支
給

４

前
項
に
規
定
す
る
介
護
加
算
額
は
、
一
級
障
害
児
を
養
育
す
る
者
に
支
給

す
る
場
合
は
八
十
五
万
四
千
四
百
円
と
し
、
二
級
障
害
児
を
養
育
す
る
者
に

す
る
場
合
は
八
十
四
万
六
千
二
百
円
と
し
、
二
級
障
害
児
を
養
育
す
る
者
に

支
給
す
る
場
合
は
五
十
六
万
九
千
六
百
円
と
す
る
。

支
給
す
る
場
合
は
五
十
六
万
四
千
二
百
円
と
す
る
。

５

（
略
）

５

障
害
児
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防

接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
障
害
に
関
し
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号)

の
規
定
に
よ
り
特
別

児
童
扶
養
手
当
又
は
障
害
児
福
祉
手
当
が
支
給
さ
れ
る
と
き
は
、
障
害
児
養

育
年
金
の
額
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
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算
定
し
た
額
か
ら
障
害
児
養
育
年
金
の
支
給
期
間
中
の
各
年
に
支
給
さ
れ
る

特
別
児
童
扶
養
手
当
又
は
障
害
児
福
祉
手
当
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す

る
。

（
障
害
年
金
）

（
障
害
年
金
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

法
第
四
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
は
、
別
表

に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
四
条
第
三
号
の
障
害
年
金
（
以
下
「
障
害
年
金
」
と
い
う
。
）
の
額

２

法
第
四
条
第
三
号
の
障
害
年
金
（
以
下
「
障
害
年
金
」
と
い
う
。
）
の
額

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る
。

る
。

一

別
表
に
定
め
る
一
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上
の
者
（
以
下

一

別
表
に
定
め
る
一
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上
の
者
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
一
級
障
害
者
」
と
い
う
。
）

四
百
十
五
万
三
千
二

こ
の
条
に
お
い
て
「
一
級
障
害
者
」
と
い
う
。
）

四
百
二
万
四
千
八
百

百
円

円

二

別
表
に
定
め
る
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上
の
者
（
以
下

二

別
表
に
定
め
る
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上
の
者
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
二
級
障
害
者
」
と
い
う
。
）

三
百
三
十
二
万
二
千

こ
の
条
に
お
い
て
「
二
級
障
害
者
」
と
い
う
。
）

三
百
二
十
一
万
八
千

八
百
円

四
百
円

３

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
額
は
、
一
級
障
害
者
又
は
二
級
障
害
者

で
あ
っ
て
児
童
福
祉
法
第
四
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
医
療
型
障
害
児
入

所
施
設
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
入

所
又
は
入
院
を
し
て
い
な
い
も
の
に
支
給
す
る
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
額
に
介
護
加
算
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

４

前
項
に
規
定
す
る
介
護
加
算
額
は
、
一
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場
合
は
八

４

前
項
に
規
定
す
る
介
護
加
算
額
は
、
一
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場
合
は
八

十
五
万
四
千
四
百
円
と
し
、
二
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場
合
は
五
十
六
万
九

十
四
万
六
千
二
百
円
と
し
、
二
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場
合
は
五
十
六
万
四

千
六
百
円
と
す
る
。

千
二
百
円
と
す
る
。

５

（
略
）

５

障
害
年
金
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
障
害
に
関
し
、
特
別
児
童
扶
養
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手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
特
別
児
童
扶
養
手
当
、
障
害

児
福
祉
手
当
若
し
く
は
特
別
障
害
者
手
当
が
支
給
さ
れ
る
と
き
、
国
民
年
金

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号)

附
則
第
九

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
祉
手
当
が
支
給
さ
れ
る
と
き
、
又
は
国
民

年
金
法(

昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号)

第
三
十
条
の
四
の
規
定
に
よ

る
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
と
き
は
、
障
害
年
金
の
額
は
、
前
三
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
か
ら
障
害
年
金

の
支
給
期
間
中
の
各
年
に
支
給
さ
れ
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
、
障
害
児
福
祉

手
当
若
し
く
は
特
別
障
害
者
手
当
の
額
若
し
く
は
福
祉
手
当
の
額
又
は
障
害

基
礎
年
金
の
額
の
百
分
の
四
十
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る

。

（
遺
族
年
金
）

（
遺
族
年
金
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

法
第
四
条
第
四
号
の
遺
族
年
金(

以
下
「
遺
族
年
金
」
と
い
う
。)

を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
同
号
の
政
令
で
定
め
る
遺
族
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と

す
る
。

一

厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ

と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し

て
い
た
配
偶
者
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
っ
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母

及
び
兄
弟
姉
妹

二

前
号
に
該
当
し
な
い
配
偶
者

三

第
一
号
に
該
当
し
な
い
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と

生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹

２
～
４

（
略
）

２

厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と

に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
胎
児
で
あ
っ
た
子
が
出
生
し
た
と
き
は

、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
、
そ
の
子
は
、
同
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項
第
一
号
の
子
と
み
な
す
。

３

遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
の
順
位
は
、
第
一
項
各
号
の
順

序
と
し
、
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
に
あ
っ
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
順
序
と
す
る
。

４

遺
族
年
金
は
、
十
年
を
限
度
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

５

遺
族
年
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定

５

遺
族
年
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
と
す
る
。

め
る
額
と
す
る
。

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
支
給
す
る
場
合

三
百
六
十
三
万
円

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
支
給
す
る
場
合

三
百
五
十
二
万
円

二

第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
支
給
す
る
場
合

二
百
七

二

第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
支
給
す
る
場
合

二
百
六

十
二
万
円

十
四
万
円

６
～

（
略
）

６

前
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
の
額
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新
型
イ

10

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
が
障
害
年
金

の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

項
に
規
定
す
る
額
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
た

期
間
の
区
分
に
応
じ
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

。
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
た
期
間

率

一
年
未
満

〇
・
九
八

一
年
以
上
三
年
未
満

〇
・
八
九

三
年
以
上
五
年
未
満

〇
・
七
八

五
年
以
上
七
年
未
満

〇
・
六
七

七
年
以
上
九
年
未
満

〇
・
五
六

九
年
以
上
十
一
年
未
満

〇
・
四
四

十
一
年
以
上
十
三
年
未
満

〇
・
三
三

十
三
年
以
上
十
五
年
未
満

〇
・
二
二

十
五
年
以
上
十
七
年
未
満

〇
・
一
〇

十
七
年
以
上

〇
・
〇
五

７

遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
同
順
位
の
遺
族
が
二
人
以
上
あ
る
場
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合
に
お
け
る
各
人
の
遺
族
年
金
の
額
は
、
第
五
項
の
額
（
前
項
の
規
定
に
該

当
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
）
を
そ
の
人
数
で
除

し
て
得
た
額
と
す
る
。

８

遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
同
順
位
の
遺
族
の
数
に
増
減
を
生
じ

た
と
き
は
、
遺
族
年
金
の
額
を
改
定
す
る
。

９

遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
先
順
位
者
が
そ
の
請
求
を
し
な
い
で

死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
次
順
位
者
が
遺
族
年
金
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
先
順
位
者
の
死
亡
に
よ
り
遺

族
年
金
が
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
順
位
者
が
な

く
て
後
順
位
者
が
あ
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

遺
族
年
金
の
支
給
の
請
求
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

10
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
当
該
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
疾
病
又
は
障
害
に
つ
い
て
医
療
費

、
医
療
手
当
、
障
害
児
養
育
年
金
又
は
障
害
年
金
の
支
給
の
決
定
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
そ
の
死
亡
の
時
か
ら
二
年
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
そ
の
死

亡
の
時
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
と
き
（
前
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
よ

り
支
給
す
る
遺
族
年
金
に
あ
っ
て
は
、
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

先
順
位
者
の
死
亡
の
時
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
と
き
）
は
、
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

（
葬
祭
料
）

（
葬
祭
料
）

第
十
二
条

法
第
四
条
第
五
号
の
葬
祭
料
（
以
下
「
葬
祭
料
」
と
い
う
。
）
の

第
十
二
条

法
第
四
条
第
五
号
の
葬
祭
料
（
以
下
「
葬
祭
料
」
と
い
う
。
）
の

額
は
、
二
十
一
万
五
千
円
と
す
る
。

額
は
、
二
十
一
万
二
千
円
と
す
る
。

２

（
略
）

２

第
八
条
第
十
項
の
規
定
は
、
葬
祭
料
の
支
給
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
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